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　耐震診断・ブロック塀等撤去費補助制度
町では、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅または危険ブロック塀の耐震対策を目的に各種補助制度
を設けています。
▶木造住宅の無料耐震診断
耐震・滅災のため、まずは無料の耐震診断をお申込みください。
▶その他補助制度一覧
・耐震改修費補助制度　・除却費補助制度　・段階的耐震改修費補助制度
・耐震シェルター整備費補助制度
・ブロック塀等撤去費補助制度
・瓦屋根耐風・耐震診断費・瓦屋根耐風・耐震改修費補助制度
▶提出先・問合せ　まちづくり推進課まちづくり推進グループ　　  28·0944

豊山町新商品開発チャレンジ補助金
▶内容　経済活動の促進に向けて事業の発展及び多角化経営を狙い、新商品開発に取り組む町内事業者を支援する補
助金制度です。併せて、町のふるさと寄附金返礼品として新商品をご登録いただくと、補助金が加算されます。
※新商品開発:事業者が従来にない商品の開発又は既存の商品の改良若しくは改定を行うこと
※年度をまたぐ事業については、翌年度の予算の成立をもって確定となります。
▶対象事業
・新商品開発に係る事業で、補助対象経費が1事業につき50万円以上を要するもの
・6月に開催予定の認定審査会で認定されたもの
▶対象者
・町内に本社又は事業所を有する中小企業者又は個人事業主
・認定申請時の1年前から継続して事業を行っている者　　　等
▶補助対象経費

項目 内容
印刷製本費 パッケージ用ラベル印刷費、ポップ印刷費等
郵便料や配送料 切手代、配送料等
委託費 市場調査委託費、デザイン料等
開発費 システム開発費、試作費、実験費、設計費、コンサルタント料等
各種許認可取得や検査に要する費用 営業許可申請手数料、特許取得費等
原材料費 製品素材費等
機器の賃借料 機械レンタル料、機械リース料等
新商品の生産に直接必要となり、現在保
有していない機器の購入費 調理器具購入費、製造機械購入費等

その他町長が必要と認めた経費
▶補助額
補助対象経費の50%補助　※申請は1事業者につき年度内1回限り
・ふるさと寄附金返礼品の登録加算を適用する場合1事業あたりの上限75万円
※別にふるさと寄附金返礼品審査会の承認が必要です。
・ふるさと寄附金返礼品の登録加算を適用しない場合1事業あたりの上限50万円
・補助金の交付は事業完了後になります。
▶申請期間　4月1日（水）～5月29日（金）
▶提出先・問合せ　まちづくり推進課まちづくり推進グループ　 28·0944

申請書入手先

遺児高校入学祝金
▶対象者　次のいずれかにあてはまる児童
①父か母が死亡した児童　②父母ともに死亡した児童　③父か母が引き続き1年以上行方不明となっている児童

▶祝金額　遺児1人　30,000円
▶申請時必要な書類等
①高等学校等への在学、入学年度を証明する書類（学生証等）　②振込先の分かるもの
▶提出先・問合せ　子ども応援課子ども応援グループ　 28·0936
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